
横浜創業支援セミナー
横浜市特定創業支援等事業

主催：公益財団法人神奈川産業振興センター
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会場 神奈川中小企業センタービル 6階 大研修室

定員 40名程度
(先着順)

●1年以内に創業を予定しており、かつ4日間全ての受講が可能な方
●創業してから5年未満で、かつ4日間全ての受講が可能な方
（個人事業主、法人代表者のいずれも応募可能）

日
程

令和５年

11/17（金）
17:30～19:30

令和５年

11/24（金）
17:30～19:30

令和５年

12/8（金）
17:30～19:30

令和５年

12/15（金）
17:30～19:30

テ
ー
マ

経営

・創業するために
大切なこと

・経営理念、
経営ビジョンの作り方

・事業計画の
必要性と作り方

マネジメント

・事業を進める、とは？

・知っておきたい法律の事

・人を動かす人になる！

財務

・資金計画と収支計画

・創業融資と補助金

・資金繰りと日々の管理

マーケティング

・創業前に勝負は
決まっている

・「超」客観的に
ビジネスを見直そう

・誰の課題を
解決してますか？

講
師

セミナー受講後もご希望がございましたら
講師や担当職員が皆さまを継続的にサポートします！

浦川 拓也山岸 謙一
神奈川県よろず支援拠点

コーディネーター
神奈川県よろず支援拠点

コーディネーター

神奈川県よろず支援拠点
コーディネーター

神奈川県よろず支援拠点
コーディネーター

受講 トッリメ

【全4日間の受講を修了した方】
横浜市へ申請し発行される証明書により
・法人設立時の登録免許税減免
・横浜市中小企業融資制度の一部優遇
・日本政策金融公庫の融資制度の一部優遇
・補助金や助成金申請における一部優遇 等

神奈川産業振興センター(KIP)では、創業や新
規事業の「アイデアをかたちにする」ビジネス講座を
4日間のシリーズとして開催します。創業や事業化
に踏み切れずに悩んでいる方、アイデアを具体化し
たい方などにお勧めです。是非、ご参加ください！
尚、当セミナーは「横浜市特定創業支援等事
業」に位置付けられており、全4日間のセミナー受
講を修了されますと、創業時における各種メリット
が受けられるようになります。

酒井 和美

共催：神奈川県よろず支援拠点

横山 眞由美

・1日目(11/17)のセミナー冒頭に横浜市より「横浜市特定創業支援等事業」のご案内があります。
・2日目(11/24)のセミナー冒頭に神奈川産業振興センターにおける支援事業(創業支援施策など)のご案内があります。



会場への行き方

神奈川中小企業センタービル
６階 大研修室

（〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80）

●地下鉄関内駅 7番出口より徒歩2分

●JR関内駅北口より徒歩5分

●JR桜木町駅より徒歩7分

●みなとみらい線馬車道駅 3番出口より徒歩7分

公益財団法人神奈川産業振興センター 経営支援部 創業新事業課
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル4階
電話：045-633-5203 E-mail：management@kipc.or.jp

お
問
合
せ

横浜市特定創業支援等事業に関する注意事項

●全4回のセミナー実施後に、受講者の情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス）

 を横浜市に提出致します。 

●横浜市特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行に関しましては、

 全4回のセミナー受講修了後に、受講者ご自身で「横浜市経済局新産業創造課」に

 発行申請を行ってください。尚、全4回の受講確認が取れなかった場合、証明書は

 発行されません。

●横浜市特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書による各種メリットの内、

 「法人設立時の登録免許税減免」、「横浜市中小企業融資制度の一部優遇」 に

 関しましては、横浜市内で創業する方が対象となります。

申込方法

●神奈川産業振興センターのホームページ内の「横浜創業支援

 セミナー」のお申込みフォームよりお申込みください。

●お申込みフォーム送信後、申込受付完了メールが届きます。

 24時間以内に受付完了メールが届かない場合はご連絡ください。

●先着順での受付となり、定員に達し次第、募集は終了致します。 概要及び申込サイト
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